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大
腸
が
ん
郵
送
検
診
の
お
知
ら
せ

■お問合わせ先　保健福祉課保健予防係　☎ 0997 － 72 － 1122

大
腸
が
ん
検
診
は
お
済
み
で
し
ょ

う
か
？

今
年
度
も
大
腸
が
ん
郵
送
検
診
を

実
施
い
た
し
ま
す
。

ご
自
宅
に
採
便
容
器
が
届
き
、
ご

自
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
容
器
を
送

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象

今
年
度
大
腸
が
ん
検
診
を
受
診
さ

れ
て
い
な
い
40
歳
以
上
の
町
民

■
料
金

無
料
ク
ー
ポ
ン
対
象
の
節
目
年
齢

者
・
70
歳
以
上
の
方
は
無
料
、
そ

れ
以
外
は
５
０
０
円
（
郵
便
・
コ

ン
ビ
ニ
振
り
込
み
※
振
込
手
数
料

は
ご
本
人
負
担
）

12
月
15
日
㈬
ま
で
に
上
記
お
問
合

わ
せ
先
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
無
料
ク
ー
ポ
ン
対
象
の

方
、
請
・
与
路
・
加
計
呂
麻
地
区

の
40
歳
～
65
歳
ま
で
の
方
へ
は
申

込
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
役
場

よ
り
送
付
い
た
し
ま
す
。

令
和
３
・
４
年
度
分
の
建
設
工
事
等
指
名
願
い

中
間
受
付
（
１
箇
年
分
）
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　■お問合わせ先　 建設課管理係　☎ 0997 － 72 － 1197

令
和
３
・
４
年
度
分
の

建
設
工
事
等
指
名
願
い

中
間
受
付
（
１
箇
年

分
）
を
受
付
け
ま
す
の

で
、
入
札
参
加
を
希
望

す
る
事
業
所
は
次
の
と

お
り
申
請
を
行
っ
て
下

さ
い
。

■
対
象
年
度

①
瀬
戸
内
町
に
本
社
ま

た
は
営
業
所
を
置
く
事

業
所
→
令
和
３
・
４
年

度
分
の
中
間
受
付
（
１

箇
年
分
）

②
町
外
の
事
業
所
→
令

和
３
・
４
年
度
分
の
中

間
受
付
（
１
箇
年
分
）

■
受
付
期
間

令
和
４
年
２
月
１
日
～

令
和
４
年
３
月
31
日

（
土
・
日
・
祝
祭
日
を

除
く
）
※
必
着

■
提
出
書
類

瀬
戸
内
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
建
設
工
事
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
」
ほ

か
、
必
要
書
類
の
一
部

が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

（「
産
業
・
仕
事
」
→
「
建

設
・
建
築
」
を
検
索
し

て
く
だ
さ
い
）

■
そ
の
他

・
令
和
３
年
度
よ
り
、

瀬
戸
内
町
に
本
社
ま
た

は
営
業
所
を
置
く
事
業

所
に
つ
い
て
は
従
来
１

箇
年
ご
と
に
受
付
を

行
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
２
箇
年
分
の
変
更

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

受
付
期
限
を
厳
守
し
て

く
だ
さ
い
。（
原
則
変

更
等
が
な
け
れ
ば
、
今

回
の
提
出
は
不
可
）
提

出
書
類
が
揃
わ
な
い
場

合
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

▽町ホームページ

瀬
戸
内
町
子
ど
も
文
化
祭

「
出
品
・
出
演
者
」
募
集

■お申込・お問合せ先
瀬戸内町子ども文化祭実行委員会事務局　担当：大里　☎ 0997 － 72 － 1117　FAX 0997 － 72 － 1120
瀬戸内町教育委員会社会教育課　　　　　　　　　　　☎ 0997 － 72 － 2905　FAX 0997 － 72 － 3434

☆
瀬
戸
内
町
民
の
幼
児
か

ら
高
校
生
ま
で
な
ら
、
ど

な
た
で
も
「
作
品
展
示
・

舞
台
発
表
」が
で
き
ま
す
。

日
頃
か
ら
文
化
活
動
に
取

組
ん
で
い
る
そ
の
成
果
を

発
表
し
ま
せ
ん
か
？

■
期
日

⑴
作
品
展
示
発
表

令
和
4
年
1
月
22
日
㈯
・

23
㈰

⑵
舞
台
発
表

令
和
4
年
１
月
23
日
㈰

■
場
所

瀬
戸
内
町
き
ゅ
ら
島

交
流
館

■
発
表
内
容

⑴
作
品
展
示
の
部

書
道
・
絵
画
・
生
花
・
工

芸
・
陶
芸
・
民
芸
品
・
写

真
・
薄
茶
席
な
ど

⑵
舞
台
発
表
の
部

郷
土
芸
能
・
島
唄
・
三
味

線
・
新
民
謡
・
合
唱
・
器

楽
合
唱
・
日
舞
・
琉
舞
・

社
交
ダ
ン
ス
・
詩
吟
・
琴
・

ピ
ア
ノ
な
ど

■
参
加
費
：
無
料

■
申
込
方
法

所
定
の
申
込
用
紙
に
よ

り
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
込
用
紙
は
、
子
ど

も
文
化
祭
実
行
委
員
会

事
務
局
・
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
・
き
ゅ
ら

島
交
流
館
で
入
手
で
き

ま
す
。

■
申
し
込
み
締
切
日

令
和
4
年
1
月
12
日
㈬

■
主
催

瀬
戸
内
町
文
化
協
会

■
そ
の
他

※
本
町
に
お
い
て
、
令

和
４
年
１
月
10
日
㈪
以

降
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
が
確
認
さ

れ
た
場
合
は
中
止
し
ま

す
。
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令
和
3
年
度
「
瀬
戸
内
町
牛
飼
い
塾
」
開
催
の
ご
案
内

■お問合せ先　農林課営農畜産係長　田原　浩治
　　　　　　　☎ 0997 － 72 － 1174　携帯 090 － 3199 － 1102

日時 場所 内容

第 1 回 11 月 29 日（月）
9：30 ～ 11：30

瀬戸内町役場 3 階

会議室

瀬戸内町の畜産

牛飼いの経営・事例

第２回 12 月 20 日（月）
9：30 ～ 11：30

瀬戸内町役場 3 階

会議室

牛の飼養管理と飼料生産

サポート体制について

第 3 回 １月 10 日（月）
12：00 ～ 14：00 笠利家畜市場

セリ市場見学

セリ及び出荷の流れ

第４回 ２月 21 日（月）
9：30 ～ 13：30 現地（予定）

施設見学　

牛飼いの 1 日

令
和
４
年　

名
瀬
審
査
室
開
庁

予
定
日
の
お
知
ら
せ

■お問合わせ先　福岡出入国在留管理局鹿児島出張所　☎ 099 － 222 － 5658
　　　　　　　　照会時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土、日、祝日を除く）

■
瀬
戸
内
町
牛
飼
い
塾
と
は
？

皆
さ
ん
に
少
し
で
も
「
牛
飼
い
」
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
会
で
す
。

牛
を
飼
っ
た
こ
と
が
な
い
方
で
も
大
歓
迎
で
す
。

※
参
加
希
望
者
は
、
事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
内
容
に

つ
い
て
は
変
更
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

奄
美
群
島
内
に
在
留
す
る
外
国

人
の
在
留
手
続
き
等
の
業
務
を

行
う
名
瀬
審
査
室
の
開
庁
予
定

日
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
毎
月

第
２
も
し
く
は
第
３
の
月
・
火

曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合

は
火
・
水
曜
日
）
の
2
日
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

■
注
意
事
項

１
．
令
和
３
年
４
月
12
日
か
ら

名
瀬
地
方
合
同
庁
舎
４
階
（
奄

美
市
名
瀬
長
浜
町
1
‐
１
）
へ

移
転
し
ま
し
た
。

２
．
天
候
の
影
響
等
に
よ
り
、

開
庁
日
や
開
庁
時
間
等
が
急

き
ょ
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

３
．
各
種
申
請
手
続
き
お
よ
び

必
要
な
資
料
等
に
つ
い
て
は
、

上
記
お
問
合
わ
せ
先
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

４
．
名
瀬
審
査
室
に
は
電
話
は

設
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

■
対
象
：
在
留
外
国
人

司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

■お問合わせ先　瀬戸内町商工会 青年部（木村司法書士事務所）　☎ 0997 － 72 － 3672

瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年
部
主
催
の
、

司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会
（
無

料
）を
以
下
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
前
に
予
約
さ
れ
る
と
、
優
先
的
に

ご
相
談
頂
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、相
続
や
遺ゆ
い

言ご
ん

に
つ
い
て
、

不
動
産
の
名
義
変
更
に
つ
い
て
、
老

後
の
資
産
管
理
、
成
年
後
見
制
度
っ

て
何
？　

会
社
を
作
り
た
い
。
な
ど

な
ど
、
様
々
な
お
悩
み
も
気
軽
に
相

談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
時　

12
月
16
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
１
時

■
相
談
会
場

き
ゅ
ら
島
交
流
館　

2
階
更
衣
室
（
和
室
）

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ
た
段
階
で
、

費
用
が
発
生
し
ま
す
。

■開催スケジュール
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　■お問合わせ先　町民生活課国民年金係　☎ 0997 － 72 － 1060

国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

★国民年金保険料の納付が困難な場合、国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です！

メリット①
免除の場合に応じて、一定の金額が保障されます！
例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が２分の１保障されます。

（免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません。）
※ 納付猶予は年金の受給資格には含まれますが、年金額には計算されません。

メリット②
万が一の際にも保障を確保！
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの
遺族年金を受け取ることができます。

★次のいずれかに該当する方は、特例免除を申請できます！

①退職（失業等）により納付が困難な方

対象となる方
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職（失業等）された方

※ 退職（失業等）された方の前年度の所得をゼロとして審査されます。

保険料の納付が
免除される期間

失業等のあった月の前月から翌々年６月まで
※ 免除申請ができる期間

・ 過去期間…申請書が受理された月から２年 1 か月前 ( すでに保険料が納付済の月を除く ) まで。
・将来期間…翌年６月 (1 月～６月に申請したときは、その年の６月 ) 分まで。

対象となる方

以下のいずれかにも該当する方
○ 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により
収入が減少したこと。
○ 所得が相当程度まで下がった場合
令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額 ( ※１) が、国民年金保険料免除基準
相当 ( ※２)( ※３) になることが見込まれる方
※１　令和２年２月以降の任意の月における所得額を 12 か月分に換算し、見込の経費等
　　　控除し算出します。
※２　所得見込額が全額免除基準相当や一部免除相当に該当する場合に、それぞれの基準
　　　に該当する免除が適用になります。
※３　免除等の判定においては、世帯主及び配偶者 ( 納付猶予は配偶者のみ ) も審査の対象
　　　となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記のいずれかに該当する
　　　ときも、この簡易な手続きによる申請ができます。

保険料の納付が
免除される期間

令和元年度分として「令和２年２月分から令和２年６月分まで」
令和２年度分として「令和２年７月分から令和３年６月分まで」
令和３年度分として「令和３年７月分から令和４年６月分まで」
※すでに保険料が納付済の月は除きます。
※複数年度の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。

②新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

○保険料を納めることが困難な場合

臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能と
なりました。

ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部（４分の１、半額、４分の３）が
免除になる制度があります。
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「
第
73
回
人
権
週
間
」

特
設
人
権
相
談
所
開
設
に
つ
い
て

　■お問合わせ先　 鹿児島地方法務局奄美支局　☎ 0997 － 52 － 0376

瀬
戸
内
町
で
は
、
左
記
日
程
で

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。

家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所

と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や
差

別
な
ど
悩
み
や
困
り
ご
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

■
日
時

令
和
３
年
12
月
６
日
㈪

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

■
場
所

瀬
戸
内
町
き
ゅ
ら
島
交
流
館

２
階

■
担
当

地
元
人
権
擁
護
委
員

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174
令
和
4
年
度
鳥
獣
被
害
対
策
実
践
事
業

（
イ
ノ
シ
シ
防
止
柵
）
に
つ
い
て

■
事
業
の
目
的

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の

被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

国
の
鳥
獣
被
害
対
策
実
践

事
業
を
活
用
し
、
農
家
自

ら
が
侵
入
防
止
柵
（
金
網

柵
）
の
「
自
力
施
工
」
を

行
い
、
効
果
的
な
鳥
獣
対

策
に
取
り
組
む
こ
と
を
目

的
と
し
ま
す
。

■
事
業
の
内
容

自
力
施
行
に
よ
る
侵
入
防

止
柵
（
金
網
柵
）
の
整
備

（
直
営
施
工
方
式
）

■
事
業
の
導
入
条
件

・
町
重
点
振
興
品
目

【
さ
と
う
き
び
・
た
ん
か

ん
・
津
之
輝
・
パ
ッ
シ
ョ

ン
フ
ル
ー
ツ
・
カ
ボ
チ
ャ
・

小
ギ
ク
・
肉
用
牛（
牧
草
）】

を
栽
培
し
て
い
る
こ
と
。

・
そ
の
他
経
済
栽
培
品
目

【
果
樹
類
・
野
菜
類
】（
出

荷
が
確
認
で
き
る
書
類
が

あ
る
こ
と
）

・
専
業
及
び
兼
業
農
家
で

あ
る
こ
と
。（
農
家
台
帳
へ
の

登
録
）

・
農
地
に
つ
い
て
は
自
己
所
有

名
義
、
利
用
権
の
設
定
が
さ
れ

て
い
る
農
地
、
若
し
く
は
親
族

名
義
。（
親
族
名
義
が
確
認
で

き
る
書
類
が
あ
る
こ
と
）

・
柵
の
設
置
を
自
力
施
工
で
行

え
る
こ
と
。

・
町
税
、
各
使
用
料
に
滞
納
が

な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

上
記
の
条
件
を
満
た
し
た
う
え

で
、
要
望
す
る
圃
場
の
延
長
数

（
ｍ
）
を
実
測
し
、
令
和
４
年

２
月
28
日
㈪
ま
で
に
申
請
書
を

農
林
課
農
政
係
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
書
は
窓
口
で
記
入

し
て
い
た
だ
く
か
、
瀬
戸
内
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
の
で
、
事

前
準
備
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。

「
障
が
い
者
ネ
ッ
ト
通
販

周
り
の
人
も
見
守
っ
て
」

■消費生活相談窓口
消費者ホットライン　　　　☎ 局番なし 188　　　　鹿児島県消費生活センター　☎ 099 － 224 － 0999
瀬戸内町消費生活相談窓口　☎ 0997 － 72 － 0640　（大島消費生活相談所　　　  ☎ 0997 － 52 － 0999）

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
ト
ラ
ブ
ル

が
障
が
い
者
に
も
起
き
て
い
ま
す
。
目

立
つ
大
き
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
部

分
だ
け
で
な
く
、
表
示
を
隅
々
ま
で
確

認
す
る
こ
と
な
ど
、
家
族
や
周
り
の
人

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
を
利
用
す
る

際
の
注
意
点
を
本
人
と
し
っ
か
り
話
し

合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
家
族
や
周
り
の
人
が
問
題
に
気
付
く

こ
と
が
、
障
が
い
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ

ル
を
防
い
だ
り
、
早
期
解
決
し
た
り
す

る
た
め
に
大
切
で
す
。
日
頃
か
ら
本
人

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、
い

つ
も
と
違
っ
た
様
子
は
な
い
か
、
不
審

な
商
品
や
請
求
書
は
な
い
か
な
ど
、
気

を
配
り
ま
し
ょ
う
。

●
繰
り
返
し
同
様
の
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う

こ
と
も
あ
る
た
め
、
継
続
し
て
見
守
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

●
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
お

住
ま
い
の
自
治
体
の
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
消
費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８
）。
本
人
だ
け

で
相
談
す
る
の
が
難
し
い
場
合
は
、
家

族
や
周
り
の
人
が
付
き
添
い
ま
し
ょ

う
。


